
令和5年8月4日 

会員各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　近畿税理士会和歌山支部支部長坂本忠進 

令和5年度拡大支部懇談会(R5.8.2開催)について、下記のとおりご報告いたします。 
よろしくお願いいたします。 

和歌山税務署からの周知“依頼事項

事務 系統 �内　　　　　　　容 

総務 �1税理士業務の適正な運営の確保 

税理士法第1条では、「独立した公正な立場において、納税義務の適正な実現を図ること 

を使命とする。」と規定されるなど、「公正的使命」を持っ、税理士の方々の役割が極めて 

重要と考えております。 
一方で、一部の税理士等の税理士法違反行為により、毎年、財務大臣による懲戒処分等 

が相当数行われており、税理士法の内容を正しく理解していただき、税理士法違反となら 
’ないよう、引き続き、国税庁ホームページに掲載しております「税理士関係法令等Q&A」 

‾-書臆・、 等を倫理研修等で御活用いただきますようお願いします。 

2　租税教室の開催状況について 

○　令和5年度　開催状況等　　　　　(単位・校・回・%) 

3 �区分 �小学校 �中学校 �高等学校 �合計 �ランスフォーメーションー 

学校数 �54 �26 �14 �94 

開催校数 �24 �2 �0 �26 
47 �3 �0 �50 

開催回数 �一寸 �タ �0 �二十 
84 �6 �0 �90 

開催割合 �87.0% �11.5% �0.0% �53.2% 

※　内書きは和歌山支部からの講師派遣を示す。(令和5年7月末現在) 

那恭1「令不時二田蔓　蒋閲勤費樹お持寄二〇ユタYて」(P「)参見 

税務行政DXについて 

本年、6月23日に公表されました「税務行政のデジタル・ト 

税務行政の将来像2023-」におきまして、税務行政に関わる各プレイヤーとして「税理士」 

が挙げられております。 

関係者と連携・協力しながら、社会全体のデジタル・トランスフォーメーションを推進し 

ていくという方針が示されており、このような観点からも、連絡・協調が重要な役割を果た 

すことから、e-Tax、キャシュレス納付、スマホ申告等の税務行政DXに向けた取組につい 

て、御理解と御協力のほど、お願いします。 

一l-
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事務 

系統 
内       容 

管理 

運営 

○ 税務署の内部事務のセンター化 

税務署における内部事務（※）の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上や

外部事務（調査・徴収事務）の充実・高度化を目指し、一部の税務署を対象に、複数の税

務署の内部事務を専担部署（業務センター）で集約処理する「大阪国税局業務センター室」

（センター）を下記のとおり設置しています。 

 ※ 内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容についての照会文書の発送など

の事務をいいます。 

大阪国税局業務センター阪神分室 

661-8525   尼崎市若王寺３丁目11番46号 

 

【御留意いただきたい事項】 

１ センターへの申告書・申請書等の提出 

 ⑴ 税務署に、申告書・申請書等を提出する場合は、以下のとおり御対応をお願いします。 

  ①  e-Tax（データ）により提出する場合は、従来どおり、所轄税務署へ送信願います。 

  ②  書面により提出する場合は、センターへ直接郵送願います。 

   ※１ 郵送による提出先となるセンターの所在地は、上記のとおりです。 

   ※２ 書面の申告書・申請書等の書類を、センターへ直接持ち込むことはできません。 

   ※３ 所轄税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出も可能ですが、センターへの郵送に

御協力願います。 

 

２ センターから納税者・税理士の皆様への問合せ 

  センターでは、納税者や税理士の皆様に対し、内部事務を処理するため、電話や文書に

より問合わせさせていただくことがあります。 

     ※ センターから送付する文書によって、行政指導の責任者が国税局長となる場合があ

ります。 

 

３ 従来どおり所轄税務署で行うもの 

 ⑴ 納税証明書の交付 

   納税証明書を郵送で請求される場合は、封筒に「納税証明書交付請求書在中」と明記

の上、所轄税務署へ送付してください（納税証明書の取得は、便利なオンラインでの請

求をぜひ御利用ください。次ページ参照ください。） 。 
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事務 

系統 
内       容 

管理 

運営 

⑵ ＰＤＦファイルによる電子納税証明書のオンライン請求について 

     パソコン、スマホ及びタブレット端末からe-Taxを使って、納税証明書の交付請求から

受取まで簡単な操作でできますので、是非御利用ください！！ 

① パソコンから電子署名を付与した納税証明書交付請求書を提出し、手数料をインター

ネットバンキングやＡＴＭで納付することで、税務署へ出向くことなく電子納税証明

書（ＰＤＦファイル）を受領できます。 

② 受領した電子納税証明書（ＰＤＦファイル）（※）は、自宅やコンビニで印刷可能な上、

何枚でも印刷してお使いいただけますので、複数枚を提出する場合等、非常に便利です。 

    ※ 電子納税証明書（ＰＤＦファイル）をダウンロードできる期間は、メッセージボッ

クスに発行受付結果（電子納税証明書の発行準備が整った旨の通知）が配信されてか

ら 90 日間です。 

③ 手数料が書面による請求に比べ安価（通常400円⇒ 370円）です。 

具体的な説明は 

Web-TAX-TVで！！ 

 

⑶ 現金による国税の納付 

   自宅やオフィスから納付可能なキャッシュレス納付も御利用いただけます。ぜひ御利

用ください。 （振替・電子納付・ダイレクト・クレジット・スマホアプリ） 

国税のキャッシュレス納付手続について、利用手順のマニュアルを掲載してい

ます。 

また、YouTube「国税庁動画チャンネル」に、「はじめよう！ダイレクト納付！」

と題して、ダイレクト納付に必要な事前手続とダイレクト納付の操作方法を分か

りやすく説明した動画を全３本のシリーズで掲載していますので、是非御覧くだ

さい。 

 

 

 ⑷ 面接による相談等の窓口対応 

   面接による相談を希望される場合は、所轄税務署に相談日時を予約の上、来署願いま

す（電話による税務相談は、まずは国税局電話相談センター（所轄税務署へ電話し、音

声案内に従い「１」を選択）までお問い合わせください）。 

※ 上記の取組は、納税者の方皆様の所轄税務署を変更するものではありません。 

 

書類等を税務署の担当者宛に郵送される際は、担当者 

宛名を必ず記載く ださい。（ 記載がないと一旦センターへ送付されます。）  

 

 

電子納税証明 

はこちら 

キャッシュレス納付

の詳細はこちら 



- 4 - 
 

事務 

系統 
内       容 

徴収 

１ 期限内納付について 

  関与先が期限内に納付されるよう、納税資金の積立てや納期限・納税額を確認するなど、

納付の御指導をお願いいたします。 

なお、新たに消費税課税事業者となられる方に対しましては、別添リーフレット「消費

税及び地方消費税の納税は期限内に」を御活用いただき、計画的な納税資金の準備など、

期限内納付の御指導をお願いいたします。 

また、納付方法の検討に当たっては、是非、ダイレクト予納、ダイレクト納付の御利用

を検討いただきますよう併せて御指導方よろしくお願い申し上げます。 

 別添２「 税理士の皆様へ 期限内納付に向けたご指導をお願いします！」（ Ｐ２） 参照 

別添３「 消費税及び地方消費税の納税は期限内に」（ Ｐ４） 参照 

 別添４「 ダイレクト納付で業務効率化！」（ Ｐ６） 参照 

 

２ 粉河署管内の納税に関する御相談について 

  粉河署管内の納税者に対する納付相談等（滞納整理に関する業務）につきましては、和

歌山署の徴収部門職員が行っています。 

  納税に関する御相談を希望される場合は、次の専用ダイヤルに御連絡ください。 

  粉河署 徴収担当 専用ダイヤル ０７３６－７３－４１５４ 

 

個人 

１ 記帳指導について 

  記帳指導方法  － 個別指導方式 

  記帳指導対象者 － インボイス登録事業者でかつ令和５年分新規消費税課税事業者 

  記帳指導担当税理士 － ９名  

 

２ オンライン相談について 

  令和４年分の確定申告期に、無料相談会場と税理士事務所等をPCで繋いだ「オンライン 

相談」を和歌山署において実施しました。 

 オンライン相談については,デジタル化の進展と新型コロナウイルス感染症を巡る現下 

の状況を踏まえ、国税局と近畿税理士会との協議の場において、実施署の拡大が検討され 

ております。 

 今後、署と支部においても協議させていただきたいと考えておりますので、御理解・御 

協力方よろしくお願いします。 

 

３ 通年的なスマホ申告の積極的な誘導について 

マイナンバーカードの普及拡大状況やＩＤ・パスワード方式が暫定的な措置であること

を踏まえ、マイナンバーカード方式を基本とした申告指導に取り組みます。 

また、決算書等もスマホで作成を指導し、決算書等の入力データ翌年以降に引き継がれ 

ることで、自宅等ｅ－ＴａＸ申告の利便性が向上し、デジタル化の進展に寄与するもの 

と思料していますので、御理解・御協力方よろしくお願いします。 
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事務 

系統 
内       容 

資産 

○ 相続税e-Taxの普及・拡大に向けた取組 

相続税e-Taxによる申告書等の提出について、御利用いただきありがとうございます。 

今年度相続税e-Tax利用率の目標値を40％に設定しています。しかしながら、令和５年４

月末時点における大阪局の利用率は、29.1％（全国平均35.7％）となっています。 

なお、和歌山税務署の利用率は、22.5％となっています。 

国税庁ホームページにおいて、パンフレット、Ｑ＆Ａを掲載させていただいております

ので、御参考としてください。 

法人 

Ⅰ 法人課税等関係 

１ 適格請求書発行事業者の登録申請に関する周知依頼 

適格請求書保存方式（いわゆるインボイス制度）の円滑な導入に向けて、適格請求書

発行事業者の早期申請など、日頃からの御協力に改めてお礼申し上げます。 

大阪局及び和歌山署管内の課税事業者数（令４.４.５時点）に占める登録者の割合（速

報値、概数）について、令５.６末現在は、 

① 大阪局 87％（個人73％：法人96％） 

② 和歌山 85％（個人73％：法人95％） 

という状況であり、導入まで残り３月を切った現在においても、一部の方が未登録とな

っております。 

未だに申請のない顧問先（課税事業者）につきましては、早急に登録申請の意思を御

確認いただいて、登録をされる際は、書面ではなく、登録までの期間が短いe-Taxによ

る提出をお願いします。 

意思を御確認いただく際の情報として、今般の税制改正に関するリーフレット及び

「YouTube国税庁動画チャンネル」の「フワちゃんと学ぼう！インボイス制度」等を用

意しておりますので、御活用いただければと思います。 

なお、幅広い事業者の方に制度への関心・認知を広げる取組として、令和５.４末～

６末に、制度に関係する可能性のある事業者の方へ、税制改正の内容等の説明文書等の

DM送付及びe-Taxメッセージボックスへメッセージを格納しております。 

今後は、８月以降も月複数回の説明会の開催を計画するほか、説明会と併せて（終了

後に）、登録を検討している事業者の方に寄り添った対応として、登録要否相談会の開

催を予定しております。 

 

２ 完全e-Taxの普及・定着に向けた取組 

e-Taxによる申告書等の提出について、積極的に御利用いただき、ありがとうござい

ます。 

今事務年度につきましても、法人税の申告書に係る添付書類も含めたe-Taxによる提

出（完全e-Tax）の普及・定着を目指しております。 

各種別表及び内訳書を含めた全ての申告書等をPDF形式（いわゆる画像）データでは

無く、文字及び数値形式によるデータにて提出（送信）いただく、「完全e-Tax」への御 

協力をお願いします。 
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事務 

系統 
内       容 

法人 

なお、国税庁が提供しております「標準フォーム」を使用して作成したCSV形式によ

る財務諸表のデータをe-Taxソフトに取り込み、送信する方法について、国税庁のe-Tax

ホームページに、ポイントまとめた動画（YouTube）を掲載させていただいております

ので、御参考としてください。 

また、引き続き個別勧奨をさせていただく予定をしておりますので、その際は、御

協力をお願いします。 

加えて、税務調査等で提出をお願いした資料（調査関係種類）についても、e-Tax

による提出が可能となっており、移動時間の短縮等の点において、有効なアイテムか

と思われますので、活用いただければと思います。（ 別添７「 e-Taxによる調査関係書

類の提出」（ P14） 参照。）。 

 

３ 事前予約制度等 

法人税、消費税、源泉所得税及び印紙税等に関する相談については、事前予約制とし

ております（ 別添８「 税務署からのお知らせ」（ P16） 参照。）。 

個別具体的な内容（取引）についての相談及び電話での問答が困難な相談を希望され

る方は、御予約の上で来署いただきますよう、周知をお願いします。 

 

Ⅱ 源泉所得税関係 

１ 源泉所得税の納付指導（未納整理） 

源泉所得税の納付の確認できない方又はその顧問税理士の方に対して、国税局源泉事

務センター又は税務署から、電話による納付指導を行っております。 

顧問先の方からお問い合わせがございましたら、御協力をお願いいたします。 

 

２ 所得税徴収高計算書の送付部数 

令和５年分から、年末調整の時期に送付させていただいている所得税徴収高計算書の

送付部数が変更になります（ 別添８「 税務署からのお知らせ」（ P16） の下段「 年末調

整に関するお知らせ」 参照。）。 

「税務署からのお知らせ」は、改正税法のパンフレットに同封しておりますが、重ね

て納期の特例を受けていない顧問先に周知いただきますよう、よろしくお願いします。 
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近畿税理士会 和歌山支部から 

 

租税教室への取組みについて 

 

問 １ 和歌山支部 

コロナウイルス感染症が終息されつつある現時点では、租税教室も再開され ZOOM等

新たな方式による開催もされています。これらは、感染症対策だけでなく、講師不

足にも有効と考えますが、今後の租税教室のあり方として、ＩＣＴ方式の導入に対

する考えをお聞かせください。 

 

(回答) 署 

ＩＣＴ導入については、機械等ハード面での整備が追いついておらず、令和５年度

予算についても決まっていません。 

    またｗｅｂでは講義内容が相手に伝わりづらいというデメリットもあります。 

    特に小学校では、疑似体験など対面での講義が好評であったこともあり、今後はハ

イブリッド形式での講義を計画しています。 

 

問２ 和歌山支部 

  これまでの小学生に対する租税教室中心の考え方ではなく、中学生及び高校生に対

する租税教室を中心に開催したいという意向をもっていますが、令和 4年度までの

和歌山の状況をみると、中学校及び高等学校での開催が少ないように感じています。 

    令和５年度における中学校及び高等学校からの租税教室の依頼状況とその働きか

けの取組み状況について教えてください。 

 

(回答) 署 

  働きかけは行っていますが、検討中との回答でした。 

コロナ渦で止まっていた行事の消化で過密スケジュールとなっており、現在は租税

教室を含む外部スケジュールの選択を行っているところであるようです。 

    今後も継続して働きかけを行う予定です。 



                              令 和 ５ 年 ８ 月 ２ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇 談 会 資 料 

【 別 添 】 

 



※専門学校除く

○小学校 ○中学校

No. 2年度 ３ 年度 ４年度 ５年度 担当  コマ数 実施日 No. ２ 年度 ３年度 ４年度 ５年度 担当  コマ数 実施日

1 国立 和歌山大学教育学部附属 ○ ○ ○ 広報官 4 6月2日 1 国立 和歌山大学教育学部附属

2 伏虎義務教育（ 前期課程） ○ ○ 税理士 1 5月26日 2 向陽 ○ ○ ○ ○ 税理士 2 7月7日

3 大新 ○ ○ ○ ○ 税理士 1 6月13日 3 桐蔭

4 広瀬 ○ ○ ○ ○ 税務署 1 5月24日 4 日進

5 吹上 ○ ○ ○ ○ 納税協会 2 5月8日 5 伏虎義務教育（ 後期課程）

6 砂山 ○ ○ 税務署 1 6月23日 6 東和

7 高松 中止 ○ ○ ○ 税理士 2 5月25日 7 西和

8 宮北 ○ ○ ○ 税理士 1 5月18日 8 城東 中止 中止 ○ △ 広報官 未定

9 新南 ○ ○ ○ ○ 納税協会 2 5月16日 9 西浜 中止 中止 ○

10 雑賀崎 ○ ○ ○ ○ 税務署 1 5月15日 10 明和

11 雑賀 11 河北 △ 未定

12 宮 ○ ○ ○ 税理士 3 5月26日 12 河西

13 四箇郷 ○ 中止 ○ ○ 納税協会 2 5月26日 13 紀之川

14 芦原 ○ 税務署 1 5月19日 14 加太 ○ ○ ○ ○ 広報官 1 6月20日

15 中之島 ○ ○ ○ ○ 税理士 2 6月6日 15 西脇

16 和歌浦 ○ ○ ○ 税理士 2 5月16日 16 西脇みらい分校

17 宮前 ○ 17 紀伊 △ 未定

18 湊 ○ ○ ○ ○ 納税協会 1 5月15日 18 高積

19 野崎 ○ ○ ○ ○ 税務署 1 5月18日 19 東

20 三田 ○ ○ ○ 税理士 2 6月9日 20 楠見

21 名草 ○ ○ ○ 税理士 2 5月10日 21 有功 ○ 税理士 3 7月12日

22 松江 ○ 中止 ○ ○ 税務署 3 5月11日 22 貴志

23 木本 ○ ○ ○ ○ 税務署 3 5月19日 23 和歌山信愛

24 貴志 ○ ○ ○ 税務署 2 5月22日 24 近畿大学附属和歌山

25 楠見 中止 ○ ○ ○ 税理士 2 6月2日 25 開智

26 西和佐 ○ ○ ○ 税理士 1 5月9日 26 智辯学園和歌山

27 岡崎 ○ ○ ○ ○ 税理士 3 5月12日 2 2 4 3 6

28 加太 ○ ○ ○ ○ 税務署 1 5月25日 未定含む 6 9

29 西脇 ○ ○ ○ ○ 税理士 ○高等学校

30 西脇みらい分校 ○ ○ ○ 税理士 No. 学校名 ２ 年度 ３年度 ４年度 ５年度 担当 コマ数 実施日

31 有功 1 県立 和歌山北（ 和歌山西校舎）

32 直川 ○ ○ 広報官 2 4月25日 2 和歌山北 見送り

33 紀伊 ○ ○ ○ ○ 税理士 2 5月17日 3 和歌山 △ 未定

34 山口 ○ ○ ○ 税務署 1 5月17日 4 向陽

35 川永 ○ ○ ○ ○ 税理士 2 6月20日 5 桐蔭

36 和佐 ○ ○ ○ ○ 税理士 2 5月26日 6 和歌山東

37 山東 ○ ○ ○ 税理士 1 5月17日 7 星林

38 東山東 ○ ○ ○ ○ 広報官 1 5月16日 8 和歌山工業

39 安原 ○ ○ ○ ○ 税理士 3 5月23日 9 和歌山商業

40 小倉 ○ ○ ○ ○ 税理士 2 6月30日 10 市立 和歌山 △ 未定

41 太田 ○ 11 和歌山信愛 ○ △ 未定

42 今福 ○ ○ ○ 税務署 1 5月12日 12 開智

43 野崎西 ○ ○ ○ ○ 税務署 2 6月6日 13 智辯学園和歌山

44 鳴滝 ○ ○ ○ ○ 税理士 1 5月22日 14 近畿大学附属和歌山

45 四箇郷北 ○ 0 0 1 0

46 福島 ○ ○ ○ 税理士 1 6月7日 未定含む 3

47 八幡台 ○ ○専門学校

48 浜宮 ○ ○ ○ ○ 納税協会 2 5月30日 No. ２ 年度 ３年度 ４年度 ５年度 担当 コマ数 実施日

49 楠見西 ○ ○ ○ ○ 広報官 1 6月9日 1 ○ ○ ○ △ 広報官 R6/3頃

50 楠見東 ○ ○ ○ ○ 広報官 2 5月15日 2 - 〇 広報官 1 4月13日

51 貴志南 ○ ○ ○ ○ 税務署 2 6月8日 3 ○ 中止 〇

52 有功東 ○ ○ ○ ○ 税理士 2 5月11日 4 ○ - △ 広報官 R5/10頃

53 藤戸台 ○ ○ ○ ○ 税理士 5 5/22・ 5/23 5 ○ ○ ○ △ 広報官 R6/2頃

54 私立 智辯学園和歌山 ○ △ 広報官 未定 6 ○ ○ ○

33 47 40 48 84 7 ○ ○ ○ △ 広報官 R6/2頃

○ 33 47 40 47 8 ○ - △ 広報官 2 7月18日

● 0 0 0 0 9 -

△ 0 0 0 1 10 - 〇 局　専門官 1 5月25日

11 ○ 〇 △ 広報官 R5/9頃

●は、職場体験学習を受けた生徒を講師とする租税教室 12 － － － －

△は、租税教室開催予定 13 － － － －

財務コラボ 7 6 6 2

選管コラボ 未定含む 8

R6年３月廃校予定

2023/7/28

令和５年度　 租税教室の実施状況等について

学校名 学校名

合計

大原簿記専門学校

和歌山県歯科衛生士専門学校

Ｉ ＢＷ美容専門学校

市立

県立

市立

私立

合計

合計

学校名

和歌山市医師会看護専門学校

和歌山コンピュータビジネス専門学校

和歌山看護専門学校

合計

和歌山英数学館

和歌山外国語専門学校

私立

2 6月8日

和歌山YMCA国際福祉専門学校

大原情報医療保育専門学校

和歌山高等美容学校

和歌山国際厚生学院

県立和歌山産業技術専門学校

R01 R02 R03 R0４ R05 R01 R02 R03 R0４ R05 R01 R0 2 R03 R0 ４ R05

小学校 54 54 54 5 4 54 48 33 47 4 0 47 88 .9 % 61 .1 % 87 .0% 7 4 .1% 87 .0%

中学校 26 26 26 2 6 26 15 2 2 4 3 57 .7 % 7 .7 % 7 .7% 1 5 .4% 11 .5%

高等学校 15 14 14 1 4 14 5 0 0 1 0 33 .3 % 0 .0 % 0 .0% 7 .1% 0 .0%

専門学校 － － － － ー 7 6 6 6 2 － － － － －

開催割合租税教室開催校数和歌山市内学校数

学校数 コマ数

2 1 31

職員 1 3 20

広報官 8 11

2 6 50

5 9

0 0

0 0

5 2 90

県税

市役所

合計

納税協会

≪実施状況≫

税務署

税理士
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確定申告書等作成コーナー

国税庁 法人番号7000012050002

e-Tax!さぁ 作成コーナー

裏面もご確認ください

自動 計 算

自 動 入 力

自 宅 か ら

画面の案内に沿って入力するだけで作成・送信♪

マイナポータル連携でデータをまとめて入力♪

確定申告はご自宅で!スマホで申告できます♪

自宅 で

から

確定申告書等作成コーナーの入力方法は動画でチェック

確定申告 動画

こちらからアクセス!

医療費控除

スマホ申告 マイナンバーカード方式

還付金

税務署への持参

「自宅からのe-Tax」５つのメリット!
印刷・郵送代

確定申告期間の利用可能時間

添付書類

※一部の書類は除きます

３週間程度で還付!

書面提出の場合は
１か月～１か月半程度で還付

※メンテナンス時間
を除きます

10
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令和４年分（令和５年１月以降）からさらに便利に!

R4.8・このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

確定申告書等作成コーナーの便利な機能はこちら♪

スマホがICカードリーダライタの代わりに!

カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動入力!

源泉徴収票の
記載内容を
自動入力!

マイナンバーカードの読み取り回数が１回に!※

①e-Tax登録情報の確認
（読取１回目）

③e-Taxへのログイン
（読取３回目）

②電子署名の付与
（読取２回目）

①e-Taxへのログインのみ!

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に!
※過去にマイナンバーカード方式で申告された方が対象です

用意するものは次の２つ

マイナンバーカード マイナンバーカード読取対応
のスマートフォン

マイナポータルアプリを
インストールするだけ!

ICカードリーダライタ不要!

パソコンの画面もリニューアル!

スマホ画面 パソコン画面

パソコンで申告!

スマホで申告!

11
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 大 阪 国 税 局 ・ 税 務 署 

 

税務署からのお知らせ 

税務署では、 面接相談の事前予約制を実施しております。  

電話での回答が困難な相談内容（ 具体的に書類や事実関係を確認する必要がある

場合など） については、 所轄の税務署において面接相談をお受けしております。  

面接相談を希望される方は、 所轄の税務署に電話で相談日時を予約してく ださ

い。 予約の際、 名前・ 住所・ 相談内容をお伺いし、 相談日にお持ちいただく 書類等

をお伝えします。  

税務署へ電話 

自動音声案内 

「 ２」 を選択 

税務署 

「 相談の予約をしたい」  

とお伝えく ださい。  

 

【 年末調整の電子化について】  

年末調整手続を電子化することにより、 保険料控除等の控除額の検算 

や控除証明書等のチェックが不要となるなど、 年末調整手続が簡便化さ 

れます。  

国税庁ホームページ【 https://w w w .nta .go.jp】  をご利用く ださ い！ 

● タックスアンサーで解決！あなたの疑問にお答えします！ 

  国税庁ＨＰの「  タックスアンサー 」 にアクセス！ 

● その相談、 チャット ボット を利用してみませんか？ 

  24 時間利用可能※メンテナンス期間を除きます。  

年末調整に関するお知らせ 

【 所得税徴収高計算書の送付部数について】  

 年末調整の時期に送付している所得税徴収高計算書の部数を、 次のとおり変更い 

たします。  

 

 

     

国税庁 タックスアンサー 検索 

国税庁 ふたば 検索 

お電話の前に   

※ 源泉所得税の納付に便利なダイレクト納付の利用もご検討く ださい。 

 

ダイレクト 納付の

詳細は裏面へ 

区　 　 　 分 前年まで 今年から

　 納期の特例の承認を受けていない場合 15部 12部

　 納期の特例の承認を受けている場合 ３ 部

16
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e-Taxとダイレクト納付のご利用で、

源泉所得税の納付が、もっと便利に！
国税の納付は、

簡単
〇 インターネットを利用できる端末があれば利用可能 
〇 インターネットバンキングの契約が不要 
〇 利用者識別番号（ＩＤ）と暗証番号（ＰＷ）のみで手続可能 

電子証明書の添付やＩＣカードリーダは不要です。

便利
〇 即時又は納付日を指定して納付可能 
〇 納付する際に、複数の預貯金口座から選択可能 
〇 金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません 

特に源泉所得税を納付している方に便利です。

をご利用ください

大 阪 国 税 局 ・ 税 務 署

ダイレクト納付を利用するには・・・

※ 国税と地方税の電子納税の利用手続は、それぞれ手続が必要となります。
なお、地方税共通納税システムは、地方税共同機構が運営しています。

詳細は、国税庁ホームページ「ダイレクト納付の手続」をご覧ください。

ダイレクト納付

地方税
からの
ご案内

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある。
※ 利用可能金融機関は国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）でご確認ください。

ｅ-Ｔａｘの利用開始手続をする。
⇒ ｅ-Ｔａｘホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）から「ｅ-Ｔａｘの開始届出書」を

オンラインで提出し、利用者識別番号を取得してください。

⇒ 「ダイレクト納付利用届出書」に必要事項を記載し、署名・押印の上、書面で税務署に提出
してください。なお、個人の方は、オンライン（e-Tax）でも提出可能です（押印不要）。

ダイレクト納付の利用開始手続をする。

１

２

３ ※ ダイレクト納付が利用可能となるまで、「ダイレクト納付利用届出書」の提出から１か月程
度（個人の方のオンライン提出の場合は、１週間程度）かかります。

ダイレクト納付とは、ｅ-Ｔａｘを利用して電子申告・徴収高計算書データの
送信又は納付情報の登録をした後、簡単な操作で、あらかじめ届出をした預貯
金口座からの引落しにより納税できる、便利な納付方法です。

なお、ｅ-Ｔａｘを利用して、納付すべき税額がない場合（納付税額０円）の
徴収高計算書のデータを送信することも可能です。

「地方税共通納税システム」から、個人住民税（特別徴収分）
も電子納付をすることが可能です。詳細は、ｅＬＴＡＸホームペ
ージ（https://www.eltax.lta.go.jp）をご覧ください。
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